
教育委員会提出議案 

第１７号議案 

  幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の立案請求について 

上記の議案を提出する。 

令和４年４月 26 日 

豊島区教育委員会教育長  金 子 智 雄 

   幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の立案請求について 

幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成 12 年豊島区条例第 9 号）の一部を改正

するため、別紙のとおり総務部人事課に立案請求の依頼をする。 

（説 明） 

 統一交渉に基づき、教員特殊業務手当の上限額を改正するため。 



別 紙

４豊教指発第  号 

令和４年４月  日 

人事課長事務取扱総務部参事 

 木山 弓子 様 

   豊島区教育委員会事務局  

指導課長 丸山 順子 

条例の一部改正について 

標記の件について、下記のとおり立案請求を依頼いたします。 

記 

１ 条例名 

幼稚園教育職員の給与に関する条例 

２ 立案請求理由 

統一交渉に基づき、教員特殊業務手当の上限額を改正するため。 

３ 改正概要 

条例第１５条第３項中「６，４００円」を「１６，０００円」に改める。 

４ 立案上の問題点 

（課題） 遡及適用と予算措置について 

（方針） 対象となる手当については既存の手当であり、東京都の条例改正に

合わせるために遡及適用をする。予算については人事課予算を流用す

ることで対応をお願いいたします。 

５ 区議会付議の時期 

  令和４年第２回定例会 

６ 施行年月日 

  公布の日  

※ 遡及適用の附則あり 
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幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成12年条例第９号）の一部を改正する条例 新旧対照表

現行 改正後（案）

（特殊勤務手当） （特殊勤務手当）

第15条 （略） 第15条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 教員特殊業務手当の額は、従事した日１日につき6,400円を超えない
範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

３ 教員特殊業務手当の額は、従事した日１日につき16,000円を超えな
い範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

４～５ （略） ４～５ （略）

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例（以

下「改正後の条例」という。）第 15条第３項の規定は、令和４年４
月１日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前

の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

（教員特殊業務手当の内払い） 

３ 改正後の条例第 15 条第３項の規定を適用する場合においては、
この条例による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定

に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定に

よる教員特殊業務手当の内払とみなす。
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